
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

            

  平成１８年４月に開設され、１０年が経過した地域包括支援センター富岳。 

 １１年目を迎えたこの 4月に、職員の異動がありました。開設当初から所長を務めていた津留が 

 このたび、特別養護老人ホーム オレンジシャトー富岳へ異動となりました。これまでご支援い 

 ただきました地域の皆様、関係者の皆様に深く感謝申しあげます。 

 今後は、下記の 4名で活動していきます。今後も変わらぬご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

  

所 長      社会福祉士   主任介護支援専門員     事 務 

安田 亜紀      吉田 順一    野本 保江      勝又 弘子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  日時：4月 8日（水）、22日（水） 

    5月 13日（水）、27日（水） 

    午前 10時～正午まで 

 場所：御殿場農協 神山支店となり 

    富士山マルシェ 
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回覧 

 

 

富士岡地区高齢者みまもりネットワーク便り  
  

発 行：御殿場市地域包括支援センター富岳 
           〒412-0033 御 殿 場 市 神 山 1 9 2 5 - 1 1 9 3 

電話 ８７－６８７３ FAX ８７－７１２２ 

メール tiiki-houkatu-fugaku@etude.ocn.ne.jp 

 

平成 29 年 4 月 
～ 第 115 号 ～ 

  

 

   
  

平成 27年度介護保険改正において見直された「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」が今年 

度全ての市町村で実施されることになりました。主な変更点について説明します。 
 
 

◆要支援認定者の方が利用している「訪問介護」「通所介護」は「新しい介護予防日常生活支援総合事 

業」に移行します。 

 これまでは、全国一律で同一の基準だったサービス種類や基準・単価は、市町村が定めることにな 

りました。 
 

◆訪問介護・通所介護以外のサービスは、引き続き介護予防給付によるサービス提供が継続されます。 

  訪問看護などの医療サービスや、福祉用具の貸与などを利用したい場合は、これまでどおり介護保 

険の認定を受けることが必要です。 
 

◆地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントにより、総合事業のサービスと介護予防給 

付のサービスを組み合わせることもできます。 
 

◆身体介護等を含まない、訪問介護や通所介護サービスのみ利用したい場合は、要介護認定等を省略 

 して、基本チェックリストで判定をし、迅速に対応できるようになります。 
 

※64歳以下の第 2号被保険者は、サービス内容に関係なく要介護認定が必要です。 

※申請窓口は、これまでどおり市役所介護福祉課です。代行申請が必要な方は、お近くの地域包括支 

援センターにご相談ください。 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎週水曜日に開催していました『富士岡はつらつクラブ』ですが、 

お陰様で、毎回 35名を超すほど、多くの方に参加をしていただく 

ようになりました。一方で、「会場の広さに対し人数が多く、思うよ 

うに体を動かすことができない」「人数が多いためにトイレの数が足 

りない」「送迎バスに一度に乗ることができない」「新たに参加したく 

ても、人数が多すぎて参加しにくい」等の弊害が生じ、多くの方にご 

迷惑をおかけしました。 

 そこで、今年度より参加者の方々が伸び伸びと運動を楽しんで頂けるように『水曜コース』『金曜

コース』と、お住いの地区ごとに曜日を決めさせて頂きました。 

富士岡はつらつクラブの参加が、地域の皆様の健康維持に役立つよう、これからも担当職員一同頑

張っていきますので、よろしくお願いお願い致します。 
 

※水曜日コース、金曜日コースの併用はできません。 

※該当地区で、送迎バスのルートがない場合は、連絡ください。個別対応を検討します。 

※対象者は、富士岡地区に住まいの方で、介護保険サービスの利用がなく、身の回りのことが 

  自分でできる方です。 

  お問い合わせ先 地域包括支援センター富岳  電話 87-6873    担当 吉田 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆マックスバリュ富士岡店 休憩所 
 

4月 26日（水）・ 5月 16日（火）・  6月 16日（金）・  7月 6日（木） 

8月 16日（水）・9月 26日（火）・10月 16日（月）・11月 6日（月） 

12月 26日（火）・1月 16日（火）・2月 16日（金）・3月 16日（金） 
 

午前 10時～正午まで 
   

※開催日は、全て「カメさんの日」です。 

お買い物の帰りにお立ち寄りください。参加費無料です。 

  

水曜コース かまど、中山上、中山下、大坂 
 

 送迎バス ①南御殿場駅 9：30⇒中山上公民館 9：35⇒富士岡駅 9：40⇒大坂コミセン 9：45 

      ②富士岡駅 9：40⇒栃窪バス停 9：45 

金曜コース 萩蕪、沼田、二子、風穴、中清水、駒門、町屋、神山、尾尻、高内、富士見原 
 

 送迎バス ①南御殿場駅 9：30⇒中山上公民館 9：35⇒富士岡駅 9：40⇒大坂コミセン 9：45 

         ②中清水コミセン 9：40⇒沼田公民館 9：45 

 
 

 

男性の日 富士岡全区 
 

 送迎バス ①南御殿場駅 9：30⇒中山上公民館 9：35⇒富士岡駅 9：40⇒大坂コミセン 9：45 

 


